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第 ２ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

令和５年６月20日(火曜日) 

            午前10時５分開議 

午後０時26分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和５年度熊本県一般会計補

正予算(第２号) 

議案第７号 熊本県立学校条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第８号 熊本県高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に係る信号機等の基

準に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第20号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

報告第１号 令和４年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち 

報告第13号 専決処分の報告について 

報告第14号 専決処分の報告について 

報告第15号 専決処分の報告について 

報告第18号 家庭教育支援の推進に関する

施策の報告について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

 熊本県手数料条例の一部を改正する条例

の制定について 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人） 

        委 員 長 末 松 直 洋 

        副委員長 西 村 尚 武 

        委  員 髙 島 和 男 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 本 田 雄 三 

        委  員 亀 田 英 雄 

        委  員 斎 藤 陽 子 

欠 席 委 員(１人） 

        委  員 松 田 三 郎 

委員外議員(なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 白 石 伸 一 

教育理事 石 元 光 弘 

教育総務局長 井 藤 和 哉 

県立学校教育局長 重 岡 忠 希 

総括審議員 

兼市町村教育局長 古 田   亮 

教育政策課長 永 松 浩 史 

学校人事課長 鍬 本 亮 太 

文化課長 舟 津 紀 明 

施設課長 中 島 一 哉 

高校教育課長 前 田 浩 志 

特別支援教育課長 松 本 英 雄 

学校安全・安心推進課長 岸 良 優 太 

首席審議員 

兼体育保健課長 奥 園 栄 純 

義務教育課長 藤 岡 寛 成 

社会教育課長 福 永 公 彦 

人権同和教育課長 柳 田 壽 昭 

警察本部 

本部長 宮 内 彰 久 

警務部長 清 水 稔 和 

生活安全部長 村 上 敏 幸 

警備部長 八 木 世志一 

首席監察官 内 田 義 朗 

参事官兼総務課長 田 中 弘 哉 

参事官兼警務課長 松 見 恵一郎 

参事官 

兼生活安全企画課長 髙 木   哲 

参事官兼刑事企画課長 髙 橋   太 

参事官兼交通企画課長 合 瀨 勝 彦 

参事官(運転免許） 飯 塚 安 博 

参事官兼警備第一課長 松 村 英 志 

理事官兼会計課長 平 山 浩 之 
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交通規制課長 山 浦 隆 之 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 太 田 弘 巳 

     政務調査課主幹 西 村 哲 治 

――――――――――――――― 

  午前10時５分開議 

○末松直洋委員長 ただいまから、第２回教

育警察常任委員会を開会いたします。 

 本日は、傍聴はありません。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 第１回教育警察常任委員会で委員長に選任

されました末松直洋でございます。 

今後、西村副委員長とともに、誠心誠意、

委員会運営に努めてまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 各委員におかれましては、御指導、御鞭撻

をいただくとともに、教育長をはじめ県警本

部長、執行部の皆様方には、御協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、御挨拶とさせてい

ただきます。 

 続いて、西村副委員長から挨拶をお願いし

ます。 

 

○西村尚武副委員長 おはようございます。

第１回教育警察常任委員会で副委員長に選任

いただきました西村尚武でございます。 

 今後、末松委員長を補佐し、一生懸命円滑

な委員会運営に努めてまいりたいと思います

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 委員各位、また、執行部の皆様方の御協力

をよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、御挨拶とさせてい

ただきます。 

 

○末松直洋委員長 ありがとうございまし

た。 

 本日の委員会は、執行部を交えての初めて

の委員会でありますので、初めに執行部の幹

部職員の自己紹介をお願いします。 

 課長以上については、自席からの自己紹介

とし、審議員ほかについては、お手元にお配

りしております幹部職員名簿により紹介に代

えさせていただきます。 

 それでは、白石教育長から、幹部職員名簿

の順番により、自席から自己紹介をお願いし

ます。 

   (教育長、教育理事～人権同和教育課長

の順に自己紹介) 

○末松直洋委員長 次に、警察本部、宮内本

部長から順次お願いいたします。 

   (警察本部長、警務部長～交通規制課長

の順に自己紹介) 

○末松直洋委員長 ありがとうございまし

た。 

 １年間、このメンバーで審議を行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、主要事業の説明に入りますが、

質疑については、執行部の説明後、一括して

受けたいと思います。 

 なお、本日の委員会はインターネットで中

継をしておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言してい

ただきますようお願いいたします。 

 また、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、教育長から付託議案等も含めて

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 白石教育長。 

 

○白石教育長 教育長の白石でございます。 

 教育警察常任委員会の末松委員長、西村副

委員長をはじめ各委員におかれましては、こ

の１年間、本県の教育行政につきまして、御

指導、御支援を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 
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 本年度は、蒲島県政４期目の最終年度とな

ります。また、本県の教育振興基本計画であ

ります第３期くまもと「夢への架け橋」教育

プランの最終年度でもあります。総仕上げと

なる重要な年でございます。 

 このような中、本年夏には、台湾からＴＳ

ＭＣの出向者と御家族の来熊が予定されてお

り、子供たちの熊本での学びについて、受入

れ体制を整備していく必要があります。 

 また、来春には、夜間中学の開校、こども

図書館の開館を予定しており、熊本ならでは

の施設となるよう準備を進めてまいります。 

 加えまして、教員不足の解消、いじめ、不

登校への対応、ＩＣＴ活用推進、魅力ある県

立学校づくりなど、取り組むべき様々な課題

への対応が必要です。 

 教育委員会といたしましては、教育プラン

の基本理念である「夢を実現し、未来を創る

 熊本の人づくり」の下、委員各位の御意見

をお聴きしながら、これらの課題解決に向け

全力で取り組むとともに、本県教育がさらに

充実、発展するよう、一丸となって取り組ん

でいきたいと考えております。 

 なお、今年度教育委員会が取り組む主要事

業等については、この後各課長から説明いた

します。 

 続きまして、今回提案しております教育委

員会関係の議案等の概要について御説明申し

上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係１議

案、条例等関係２議案、報告４件でございま

す。 

 まず、６月補正予算についてですが、総額

13億481万円余の増額補正をお願いしており

ます。主な内容としましては、県立学校にお

けるＩＣＴ環境整備の推進や県有体育施設に

おける運動機器の整備に係る経費でございま

す。 

 また、藤崎台県営野球場照明塔整備改修工

事等に係る債務負担行為外１件についてもお

願いしております。 

 次に、条例等議案でございますが、熊本県

立学校条例の一部を改正する条例の制定につ

いて外１議案について提案しております。 

 最後に、報告関係として、令和４年度熊本

県一般会計繰越明許費繰越計算書の報告外３

件を御報告させていただきます。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

でございます。 

 詳細につきましては、関係課長が説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○永松教育政策課長 教育政策課です。 

 お手元の説明資料、令和５年度主要事業及

び新規事業と記載されている資料を御覧くだ

さい。 

 まず、１ページですが、教育委員会事務局

等の組織表でございます。 

 教育委員会の下、３局11の課と教育事務所

など出先機関で構成しています。 

 次の２ページから５ページにかけまして

は、教育委員会及び事務局職員の名簿となっ

ております。説明は省略させていただきま

す。 

 続いて、６ページをお願いします。 

 教育委員会全体の令和５年度当初予算総括

表でございます。 

 一般会計予算の総額は、一般会計合計の欄

の隣に記載のとおり、1,250億7,900万円余と

なっており、課別の内訳は表のとおりでござ

います。 

 これに２つの特別会計、熊本県立高等学校

実習資金特別会計と熊本県育英資金等貸与特

別会計を加えました当初予算の総額は、教育

委員会合計欄のとおり、1,260億9,300万円余

となっております。 

 この後、各課から、令和５年度の主要事業

及び新規事業について御説明します。 

 まず初めに、教育政策課です。 
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 ７ページをお願いいたします。 

 １段目、説明欄の教育振興基本計画推進事

業の(1)教育プランの推進を御覧ください。 

 第３期くまもと「夢への架け橋」教育プラ

ンは、計画期間が本年度までとなっておりま

すが、このプランを着実に実施、推進するた

め、点検、評価を行い、各種施策を実施して

おります。また、毎年度、外部有識者から成

る検討委員会を開催し、進捗状況の報告、結

果の公表を行ってまいります。 

 (2)次期プランの策定につきましては、令

和６年度策定に向け、外部有識者から成る検

討委員会を設置し、検討を進めてまいりま

す。 

 次に、２段目の熊本県教育情報化推進事業

ですが、(1)１人１台端末の活用では、１人

１台端末を活用した教育情報化を推進するた

め、ＩＣＴ支援員の配置や通信回線の円滑な

接続のための強化等を行い、県立学校のＩＣ

Ｔ環境を整備し、ＩＣＴ教育日本一を目指し

てまいります。 

 次の(2)では、研修の充実などにより教員

のＩＣＴ活用指導力の向上を図るとともに、

(3)の校務情報化では、各種システムを活用

した校務の効率化により、教職員の負担軽減

を図ります。 

(4)情報モラル教育の推進及び(5)の球磨川

流域教育情報化推進事業は、記載のとおりで

ございます。 

 ８ページをお願いします。 

 学校における働き方改革推進事業ですが、

情報化の推進による校務等のデジタル化を図

るとともに、民間の経営コンサルタント等の

アドバイザーを派遣し、学校現場における働

き方改革を推進してまいります。 

 教育政策課は以上です。 

 

○鍬本学校人事課長 学校人事課です。 

 ９ページをお願いします。 

 １段目、説明欄の教員の指導力向上事業で

すが、優れた指導力を有するスーパーティー

チャーの配置を通して、県全体の教員の人材

育成や指導力向上を図るものでございます。 

 ２段目の就学支援金交付等事業ですが、授

業料に充てるための高等学校等就学支援金を

支給することにより、公立高校における教育

に係る経済的負担の軽減を図るものでござい

ます。 

 ３段目の教育サポート事業ですが、教員業

務をサポートする支援員や特別支援学校にお

ける児童生徒の支援を行うサポーター等の配

置により、教職員の業務負担軽減を図り、学

校の働き方改革を推進するものでございま

す。 

 ４段目の教員不足解消緊急対策事業です

が、これは、新規事業で、本県でも深刻な状

況にある教員不足の早期解消を図るための事

業でございます。本県教員の魅力について、

積極的な発信を行うとともに、現在教職に就

いていない免許保有者やＵＩＪターン者等を

対象とした講習会等を開催することにより、

教員志願者の確保に努めてまいります。 

 学校人事課の説明は以上です。 

 

○舟津文化課長 文化課です。 

 10ページをお願いいたします。 

 説明欄の１、文化財災害復旧事業地震分で

すが、熊本地震で被災した国・県指定文化財

及び未指定文化財の復旧のため、補助を行う

ものでございます。 

 ２、文化財災害復旧事業(令和２年７月豪

雨)ですが、豪雨で被災した国・県指定文化

財の復旧のための補助でございます。 

 11ページをお願いします。 

 ３、新規事業の熊本文化財記録・伝承事業

地震分ですが、熊本地震の文化財復旧記録集

を刊行するものでございます。 

 ２段目の文化財保存事業ですが、国・県指

定文化財の修理、整備及び調査等を行うため

の補助でございます。 
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 ３段目の高等学校(文化部)部活動指導員配

置事業ですが、教員の働き方改革を推進する

ため、県立高校の文化部に部活動指導員を配

置するものでございます。 

 ４段目の細川コレクション永青文庫推進事

業ですが、永青文庫が所有する美術品等を年

間複数回県立美術館で展示するとともに、寄

託品等の修復や調査研究を行うものでござい

ます。 

 文化課の説明は以上です。 

 

○中島施設課長 施設課でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 １段目、説明欄の１、県立高等学校施設整

備事業ですが、これは、県立学校施設長寿命

化プランに基づく施設の長寿命化改修、老朽

化に伴う不具合箇所の改修、ライフラインの

設備更新等により安全性を確保するととも

に、エレベーターの設置やトイレ改修、空調

公費化に伴う未設置校への空調整備等によ

り、良好な学習環境の整備を行うものでござ

います。 

 次の２、特別支援学校施設整備事業です

が、１と同様に、長寿命化プランに基づく施

設の長寿命化改修等を行うものでございま

す。 

 次の３、校舎新・増改築事業ですが、これ

は、老朽化した熊本工業高校の実習棟の改築

を行うものでございます。 

 次の４、県立学校防災機能強化事業です

が、災害発生時に避難場所となる体育館及び

その周辺にトイレがない県立学校にトイレを

整備するものでございます。 

 次に、２段目の１、特別支援教育環境整備

事業ですが、特別支援学校で学ぶ児童生徒の

増加に伴い、教室不足が課題となっておりま

す知的障害特別支援学校につきまして、普通

教室等の整備を行うものでございます。 

 施設課の説明は以上です。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課です。 

 13ページをお願いします。 

 説明欄の１、マイスター・ハイスクール事

業ですが、これは、八代工業高校を指定校と

する文部科学省の委託事業で、ＤＸ等に対応

できる次世代の地域産業人材の育成を図るも

のでございます。 

 ２の高校生キャリアサポート事業ですが、

これは、県立高校に高校生キャリアサポータ

ー等を配置し、就職支援を行うとともに、県

内への就職を促進するものでございます。 

 ３の県立高校半導体関連人材育成事業です

が、これは、新規事業で、生徒の半導体関連

産業を中心とする産業全体への興味、関心を

高め、県内産業を支える人材の育成とＵＩＪ

ターンにつながる素地づくりを推進するもの

でございます。 

 14ページをお願いします。 

 ４の熊本を支える産業人材育成事業です

が、これは、高校生のインターンシップや地

域社会等と連携した地域課題解決を通して、

創造的復興を支える人材の育成と若者の地元

定着を図るものでございます。 

 ２段目の１、くまもとＣＯＲＥハイスクー

ル・ネットワーク事業ですが、これは、文部

科学省の指定事業で、中山間地域の小規模校

と大規模校との間でＩＣＴを活用した遠隔授

業等を行うものでございます。 

 15ページをお願いします。 

 １の県立高校魅力化きらめきプランです

が、あり方検討会の提言で示された魅力ある

学校づくりに向けた熊本スーパーハイスクー

ル構想の推進など、そちらに記載しておりま

す(1)から(5)の取組により、令和６年度まで

高校魅力化に取り組むものでございます。 

 次の２、高森高校環境整備事業ですが、こ

れは、マンガ学科を開設した高森高校におい

て、入学者の教育環境を確保するために、実

習室等を整備するための設計を実施するもの

でございます。 
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 16ページをお願いいたします。 

 説明欄の１、高等学校等通学支援事業(７

月豪雨対応分)ですが、これは、くま川鉄道

及びＪＲ肥薩線における通学手段確保の緊急

措置として、高校生等の通学支援を行うもの

でございます。 

 ２段目の１、外国人生徒受入支援事業です

が、これは、新規事業で、ＴＳＭＣの熊本進

出による当該従業員の子女の受入れ支援を図

るため、通訳及び学習支援員を配置するもの

でございます。 

 高校教育課の説明は以上です。 

 

○松本特別支援教育課長 特別支援教育課で

す。 

 17ページをお願いします。 

 説明欄の１、特別支援教育充実事業の(1)

特別支援学級等担当者指導力向上研修です

が、小中学校特別支援学級等の担当者の指導

力向上を図るため、全ての担当教員を対象と

した研修を実施するものでございます。 

 次の２、医療的ケア児等支援事業は、児童

生徒の安全、安心な学習環境の整備と保護者

の負担軽減を図るもので、(1)のほほえみス

クールライフ支援事業は、特別支援学校等に

看護師を派遣し、経管栄養注入等の医療的ケ

アを実施するもの、(2)の通学支援補助事業

は、福祉車両等に看護師を同乗させて通学支

援を行うための補助金でございます。 

 次の３、発達障がい等支援事業は、発達障

害等のある生徒一人一人に応じた指導や支援

を提供できるよう、特別支援教育支援員の配

置や通級指導の充実、特別支援教育の専門性

向上を図る会議等を実施するものでございま

す。 

 次の４、多様な学びの場整備事業ですが、

これは、新規事業で、小中高等学校におい

て、巡回指導型における通級指導等、多様な

学びの場を整備し、より適切に学びの場を選

択できるようにするとともに、教員の専門性

のさらなる向上により、特別な教育的支援が

必要な児童生徒のニーズに応じた学びを保障

するものでございます。 

 特別支援教育課の説明は以上です。 

 

○岸良学校安全・安心推進課長 学校安全・

安心推進課でございます。 

 資料18ページをお願いいたします。 

 説明欄の１、スクールカウンセラー活用事

業及び２、スクールソーシャルワーカー活用

事業ですが、小中学校、県立学校の児童生徒

や保護者等に対して専門家による教育相談を

実施し、関係機関と連携していじめや不登校

等の諸課題の未然防止及び解消を図るもので

す。 

 スクールカウンセラーは、小学校71校、中

学校80校、義務教育学校１校、県立高校50

校、県立特別支援学校11校、教育支援センタ

ー１か所、教育事務所等10か所に配置してお

ります。スクールソーシャルワーカーは、中

学校４校、県立高校７校、教育事務所等10か

所に配置しております。 

 ３のスクールロイヤー活用事業ですが、法

律の専門家を活用し、各学校におけるいじめ

防止授業の推進や学校が抱える諸課題の解決

支援を行うものです。 

 19ページをお願いします。 

 １、地震スクールカウンセラー活用事業及

び２、小中学校熊本地震スクールソーシャル

ワーカー活用事業ですが、平成28年熊本地震

に伴う心のケアが必要な児童生徒の実態把握

を行うとともに、その実態に応じた対策を講

じて該当児童生徒の心身の安定を図るもので

す。 

 スクールカウンセラーは、被災の激しかっ

た地域の教育事務所２か所、県立高校４校に

配置します。県立特別支援学校には、要請に

応じて派遣します。スクールソーシャルワー

カーは、教育事務所１か所に配置します。 

 20ページをお願いします。 
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 １の防災教育推進事業ですが、防災主任の

資質向上を図るとともに、各校における防災

教育及び防災管理の充実に向けた研修会を開

催するものでございます。 

 ２の学校安全総合支援事業ですが、球磨地

域及び宇城地域にある県立学校５校を対象

に、防災教育及び防災管理の充実を図るもの

です。 

 地域と連携した実践的な避難訓練等を実施

するとともに、公開授業やその研究成果を県

内の学校に広く普及し、各学校の防災教育の

充実を図ります。 

 学校安全・安心推進課の説明は以上でござ

います 

 

○奥園体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 資料21ページをお願いいたします。 

 説明欄の１、くまもとワールドアスリート

事業でございますが、オリンピックをはじめ

とする国際スポーツ大会で活躍する資質を持

ったアスリートを強化するとともに、次世代

のアスリートの育成を行うことで、競技力の

向上と継続的なトップアスリートの輩出に結

びつけ、本県のスポーツ振興を図るものでご

ざいます。 

 次に、２の部活動指導員配置事業でござい

ますが、県立学校に部活動指導員を配置し、

また、市町村立中学校においては、設置者で

ある市町村教育委員会の部活動指導員の配置

に必要な経費の一部を補助することで、学校

における部活動の指導体制を充実させ、教職

員の働き方改革を推進するとともに、部活動

の質的な向上を図るものでございます。 

 次に、３の子供たちの豊かなスポーツ環境

整備事業でございますが、これは、新規事業

で、令和５年度から始まる公立中学校の休日

における運動部活動の段階的な地域移行を進

めるために、指導者の確保や育成、参加費用

の負担への支援等を行うものでございます。 

 体育保健課の説明は以上でございます。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 22ページをお願いいたします。 

 説明欄の１、学力向上対策事業ですが、子

供たちの学力向上に向けて、学力向上推進本

部を設置するとともに、熊本県学力・学習状

況調査の実施等を通しまして、児童生徒の主

体的な学びと教員の授業改善を推進するもの

でございます。 

 次の２、低学年わくわく学習支援員配置事

業ですが、小学校低学年児童の学力向上を目

的とした学習支援員の追加配置を行う市町村

に対して助成するものでございます。 

 次の３、日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥

後っ子」推進事業ですが、水俣病についての

正しい理解、また、環境問題の解決に向けた

態度や能力を育成するため、小学校５年生を

対象に水俣に学ぶ肥後っ子教室を実施し、対

象児童を水俣市に派遣する市町村を支援する

ものでございます。 

 次に、２段目の１、英語教員の指導力向上

事業ですが、教育事務所とスーパーティーチ

ャー等が連携して研修を実施し、英語担当教

員の授業改善、また、各管内の英語教育のリ

ーダーの育成を行うものでございます。 

 次の２、英語検定チャレンジ事業ですが、

中学生、高校生の外部検定試験への積極的な

挑戦を支援することで、英語学習意欲、ま

た、英語力向上を図るものでございます。 

 23ページをお願いいたします。 

 説明欄の３、日本語指導推進事業ですが、

これは新規事業となります。 

 日本語指導が必要な児童生徒に対して、適

切な教育機会の提供を目的とするもので、

(1)日本語指導指導者養成事業は、学校等の

担当者による日本語支援連絡協議会の設置や

国への研修派遣により日本語指導者の中核と

なる人材育成を、(2)日本語指導支援員等派
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遣事業では、ＴＳＭＣ駐在員子女の受入れ拠

点校を有する菊陽町への補助を、(3)日本語

指導コーディネート事業は、業務委託による

日本語指導員の人材確保及び養成を行うもの

でございます。 

 次の２段目の１、肥後っ子かがやき推進事

業ですが、認定こども園等及び小中学校にお

ける教育、保育活動の充実を図るため、関係

者による幼児教育推進協議会の設置、また、

連携セミナー等を実施するものでございま

す。 

 次の２、幼児教育推進体制の充実・活用強

化事業ですが、経験豊富な幼児教育アドバイ

ザーを認定こども園、小学校等に派遣し、助

言等を行うことで、幼児教育の質向上を図る

ものでございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 説明欄の１、夜間中学整備事業ですが、様

々な事情により十分な教育を受けられないま

ま中学校を卒業した方など、多様な教育ニー

ズに対応した教育を提供するため、令和６年

４月に夜間中学を開校するものでございま

す。 

 義務教育課の説明は以上です。 

 

○福永社会教育課長 社会教育課です。 

 25ページをお願いします。 

 説明欄の１、「親の学び」推進事業です

が、これは、全国に先駆けて策定されたくま

もと家庭教育支援条例に基づき、保護者が親

として学ぶ機会の提供や家庭教育の重要性の

啓発を、親の学び講座を中心に推進するもの

でございます。 

 26ページをお願いします。 

 説明欄の１、地域学校協働活動推進事業で

すが、これは、コミュニティ・スクールと地

域学校協働活動を一体的に推進し、各市町村

における地域学校協働活動推進員の配置等を

支援するものでございます。 

 27ページをお願いします。 

 説明欄の１、青少年教育施設管理運営費で

すが、県内４か所に設置している県立青少年

教育施設の効果的、効率的な運営を図るとと

もに、計画的かつ効率的な補修や改修工事を

行うものでございます。 

 次の２、こども図書館設置準備事業です

が、これは、新規事業で、令和６年春の開館

に向け、県立図書館内部改修工事等や資料の

整備充実、県民参加型の運営のための取組や

機運醸成のためのイベント等を行うものでご

ざいます。 

 次の３、特別展「文字が語る古代のくまも

と」の開催ですが、これは、新規事業で、古

代から続く熊本の歴史、文化の魅力を再発見

し、県内外に発信するとともに、未来を担う

子供たちの郷土への誇りを育むため、熊本ゆ

かりの貴重な歴史資料の里帰り展覧会を行う

ものでございます。 

 社会教育課の説明は以上です。 

 

○柳田人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 28ページをお願いします。 

 １、各種人権教育研修事業ですが、これ

は、教職員等の基本的認識を深め、実践的な

指導力の向上を図るため、研修を実施するも

のでございます。 

 次の２、熊本県子ども人権フェスティバル

事業ですが、児童生徒を主体とした集会を開

催するものでございます。 

 次の３、高等学校等進学奨励事業ですが、

旧地域改善対策特定事業により貸与された奨

学資金について、市町村に対する返還事務費

の交付及び返還金の国への返納を行うもので

ございます。 

 人権同和教育課の説明は以上でございま

す。 

 

○末松直洋委員長 次に、警察本部から説明

をお願いします。 
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 警察本部長から、付託議案等も含めて総括

説明を行い、続いて、担当部長から順次説明

をお願いします。 

 初めに、宮内警察本部長。 

 

○宮内警察本部長 警察本部長の宮内でござ

います。 

 委員の皆様方におかれましては、平素から

警察行政の各般にわたり御支援、御協力をい

ただいているところであり、この場をお借り

しまして、心からお礼を申し上げます。 

 また、末松委員長におかれましては、大変

お忙しい中、交通機動隊安全運転競技大会に

御臨席いただきまして、誠にありがとうござ

いました。 

 それでは、県下の治安情勢と提案しており

ます４つの議案等の概略について説明させて

いただきます。 

 各部門の業務概況と主要事業につきまして

は、後ほど担当部長から説明させていただき

ます。 

 県下の治安情勢につきましては、昨年の刑

法犯認知件数が4,944件と、統計史上初めて

5,000件を下回り、交通事故発生件数と負傷

者数も前年より減少するなどしたところでご

ざいますが、電話で「お金」詐欺や児童虐

待、ＤＶ、ストーカーなどの人身安全関連事

案が依然として高水準にあるなど、引き続き

対策を進めていくことが必要な状況にござい

ます。 

 また、ＴＳＭＣをはじめとする半導体関連

企業の集積に伴う交通環境の変化、定住人

口、交流人口の増加などといった情勢の変化

にも、適切に対応していく必要があると考え

ております。 

 委員の皆様方には、多方面にわたる御理解

と御支援を賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

 次に、議案等の概要を御説明いたします。 

 まず、議案関係でございます。 

 議案第１号、令和５年度熊本県一般会計補

正予算(第２号)につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関連

事業として、２億2,922万円余の増額補正を

お願いするものでございます。 

 次に、報告第１号、令和４年度熊本県一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告について

は、計画、設計の諸条件の変更や資材の入手

難により年度内の支払いが困難となったた

め、繰り越したものを報告するものでござい

ます。 

 議案第８号、熊本県高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に

関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、国家公安委員会規則の一部改正を踏

まえ、関係規定を整備するものでございま

す。 

 最後に、報告第15号は、専決処分させてい

ただきました３件の交通事故の和解と損害賠

償額の決定についての報告でございます。 

 このほか、その他の報告事項として、総務

常任委員会で御審議いただいております熊本

県手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて報告させていただきます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当者から

説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○末松直洋委員長 続いて、担当部長から順

次説明をお願いします。 

 

○清水警務部長 警務部でございます。 

 私からは、警察本部の説明資料に基づき、

県警察の概要と警務部の主な業務について御

説明をいたします。 

 説明資料の最初には、目次と今年度の幹部

職員の名簿をつけさせていただいておりま

す。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 まず、１ページを御覧ください。 
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 第１の熊本県警察の組織について御説明を

いたします。 

 内容１の公安委員会につきましては、県警

察の民主的運営、政治的中立性を確保するた

めに置かれ、警察を管理している合議制の行

政委員会です。 

 ５人の委員で構成されており、令和５年４

月１日現在は、表に記載したとおりですが、

小野委員長は、令和５年６月30日で任期が満

了し、７月１日からは宮尾委員が委員長とな

られる予定です。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 令和５年４月１日現在における県警察の組

織につきましては、２の組織図のとおりでご

ざいます。 

 警察本部長の下、警察本部各部、熊本市警

察部、警察学校及び警察署で組織されてお

り、警務部には、総務課、警務課、監察課、

会計課、教養課、厚生課、情報管理課、広報

県民課及び留置管理課の９所属があります。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 内容３の職員の条例定数につきましては、

令和５年４月１日現在、警察官と一般職員合

わせて3,528人となっております。 

 警察官の増員状況について申し上げます

と、平成14年度から平成29年度までの間に合

計332人が増員されております。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 内容４の警察官１人当たりの負担人口につ

きましては、令和５年４月１日現在の警視以

下の政令定数及び令和４年１月１日現在の住

民基本台帳の人口に基づき算出しております

が、575人となっております。 

 同じく、４ページでございます。 

 内容５の職員の年齢構成につきましては、

令和５年４月１日現在の平均年齢は37.8歳と

なっております。30歳代と40歳代の職員の比

率が高く、全体の約６割を占めております。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 県警察では、第２に記載しております県民

の期待と信頼に応える強い警察、安全で安心

して暮らせる熊本の実現という運営方針の

下、第３の内容２に記載しております犯罪の

起きにくい社会づくり、県民生活を脅かす犯

罪の取締り、安全かつ快適な交通の確保、テ

ロ・災害等緊急事態から県民を守る活動の推

進、県民の期待と信頼に応える強い組織づく

りを運営重点として、各種施策に取り組んで

おります。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 第４の警察予算につきましては、本年度、

警察本部の当初予算額は、399億4,000万円で

あり、県予算に占める割合は4.4％となって

おります。そのうち74.1％を人件費が占めて

おります。 

 県政運営の基本方針に係る主な予算の詳細

につきましては、６ページから７ページの内

容２に記載しておるところでございます。 

 同じく、７ページでございます。 

 第５の警察署の再編につきましては、県下

の警察署の現状と課題を踏まえ、限られた警

察力を有効に活用するという観点から、①か

ら③に記載しております再編を実施してきた

ところであります。 

 同じく、７ページの第６の警察施設の現状

でございますが、令和５年４月１日現在、県

下の警察施設364施設のうち、耐用年数を超

過した施設は124施設となっております。全

施設の約34.1％を占めており、計画的に整備

していく必要があると考えております。 

 なお、現在は上天草警察署の建て替え工事

を行っており、今年度の完成を予定しており

ます。 

 次に、８ページを御覧ください。 

 第７の優秀な人材の確保につきましては、

受験者層が多く利用しているＳＮＳに採用情

報を掲載するなど、社会情勢を踏まえ、工夫

を凝らした採用活動を行っております。 

 また、令和４年４月１日現在、全警察官に

占める女性警察官の割合につきましては、
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10.5％と前年より0.7ポイント増加しており

ますが、令和３年３月に策定した特定事業主

行動計画では、令和８年度当初までに全警察

官に占める女性警察官の割合を12％以上とす

るなど、女性の活躍促進に取り組んでおると

ころでございます。 

 その他、強い組織づくりを推進するための

取組の状況を８ページから９ページにかけて

記載しております。 

 次に、10ページを御覧ください。 

 第８の県民への情報発信につきましては、

広報誌「熊本のまもり」の発行、インターネ

ット等の活用、マスメディア等との連携、県

警察音楽隊の演奏活動等の広報啓発活動等を

実施しております。 

 同じく、10ページでございます。 

 第９の犯罪被害者支援の充実強化につきま

しては、被害者支援要員制度や公費支出制度

等の各種施策のほか、民間の被害者支援団体

と緊密に連携した支援活動を展開するなど、

被害者等の二次被害防止、軽減に向けた取組

を推進しております。 

 次に、11ページを御覧ください。 

 第10の警察安全相談業務の現状につきまし

ては、令和４年の相談受理件数は３万8,956

件と、前年より1,020件増加いたしました。

生活安全部門の相談が全体の68.3％を占めて

おります。 

 次に、12ページを御覧ください。 

 第11の留置施設につきましては、警察本部

直轄留置施設と警察署留置施設を運用してお

ります。 

 次に、13ページを御覧ください。 

 第12の警察学校における採用時教養につき

ましては、警察学校における初任科生等に対

する採用時教養の詳細を記載しております。 

 警務部からは以上でございます。 

 

○村上生活安全部長 生活安全部でございま

す。 

 資料の14ページを御覧ください。 

 まず、第１、子供、女性、高齢者をはじめ

とした県民を犯罪等から守る取組の推進につ

いてです。 

 県下の刑法犯認知件数は、昨年、統計史上

初めて5,000件を下回りましたが、本年３月

末現在では、前年同期と比較して増加に転じ

ています。 

 今後も、街頭防犯カメラシステムの適切な

運用や地域住民に対する効果的な防犯情報の

提供をはじめ、犯罪の起きにくい環境づくり

のための各種対策を推進してまいります。 

 15ページの繁華街総合対策では、今後も客

引き等の違法行為を増加させないよう、繁華

街の人流等を注視しながら、各種対策を推進

してまいります。 

 資料の16ページを御覧ください。 

 電話で「お金」詐欺については、昨年は、

認知件数、被害額とも過去５年間で最多の数

字となりました。特に、医療費等の還付手続

を装いお金をだまし取る還付金詐欺やパソコ

ンのサポート料等の名目で電子マネーをだま

し取る架空料金請求詐欺の被害が多発してい

ることから、引き続き、広報啓発活動を強化

するとともに、金融機関やコンビニエンスス

トア等の関係機関との連携した取組を推進し

てまいります。 

 資料の17ページを御覧ください。 

 子供や女性を対象としたわいせつ、声かけ

事案の届出件数は、依然として年間1,000件

前後の高水準を推移しております。 

 生活安全部では、性犯罪の前兆となる声か

けや付きまとい等の事案を認知した時点で、

専従の対策係員が管轄署と連携し、早期に行

為者を特定して、積極的に検挙、警告等の措

置を講じるほか、犯行が予想される場所での

警戒活動を行うなど、凶悪な性犯罪を未然に

防止するための先制、予防的活動を徹底して

おります。 

 次は、第２、少年の非行防止と保護対策の
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推進についてです。 

 資料は、18ページ、19ページになります。 

 県下の刑法犯少年は、平成16年以降減少傾

向にありましたが、一昨年から２年連続して

増加しており、その要因としては、14歳に満

たないで刑罰法令に触れる行為をした触法少

年の高止まりが挙げられ、非行の低年齢化が

危惧されるところであります。また、福祉犯

の被害に遭う少年が後を絶たない状況にあり

ます。 

 今後も、学校等関係機関と連携したＳＮＳ

等に起因する少年の非行及び被害防止対策を

推進してまいります。 

 資料の20ページを御覧ください。 

 次は、第３、人身安全関連事案対策につい

てです。 

 ストーカー、ＤＶ、行方不明、虐待事案な

どの人身安全関連事案については、警察本部

に24時間３交代制の人身安全対策課を設置

し、各警察署と事案の認知段階から効果的に

連携し、被害者等の安全確保を最優先とした

組織的対応を図っております。 

 20ページ以降22ページまでは、各事案の対

応状況等の推移でありますので、御覧くださ

い。 

 資料の23ページを御覧ください。 

 第４、生活環境事犯の検挙状況等について

です。 

 昨年は、高齢者を狙ったリフォーム業者に

よる特定商取引に関する法律違反事件や外国

産タケノコを熊本県産と産地偽装した不正競

争防止法違反事件、また、本年に入り、外国

産アサリを熊本県産アサリと産地偽装した不

正競争防止法違反事件等を検挙しています。 

 また、24ページについては、許可等事務に

ついてでありますが、ここで、申し訳ござい

ませんが、資料の訂正をお願いいたします。 

 資料右側備考欄の中段に、本年３月末現在

の銃砲所持許可者の数を1,959人と記載して

おりましたが、正しくは1,853人ですので、

訂正させていただきます。 

 引き続き、適正かつ厳格な業務を推進し、

不適格者の排除による治安の維持の一翼を担

ってまいります。 

 資料の25ページを御覧ください。 

 第５、サイバー犯罪の検挙状況等について

です。 

 サイバー犯罪の検挙件数は、年々増加して

おりましたが、昨年は大きく減少しておりま

す。これは、多発した持続化給付金詐欺の検

挙が一段落したことと、より悪質性が高く、

捜査に長時間を要する合同事件の取締りを推

進したことによるものです。 

 本年は、各部門が連携して積極的な取締り

を推進した結果、３月末現在で前年同期と比

べ16件増となっております。また、相談件数

は、年々増加傾向にあり、昨年中は過去最多

となっております。 

 サイバー空間の安全を確保するため、サイ

バー犯罪の検挙とともに、捜査員の対処能力

の強化に取り組んでまいります。 

 次は、第６、地域警察活動についてです。 

 資料は、26ページと27ページになります。 

 地域警察官は、全警察官の約３割を占めて

おり、24時間体制で警察事象全般に即応する

活動を担っております。 

 県下には交番、駐在所等が177施設あり、

そのうち耐用年数超過の施設が26施設になっ

ており、順次施設の見直し、検討を行ってお

ります。 

 今後も、交番、駐在所等の機能強化に努

め、引き続き制服警察官やパトカーによる見

せる警戒活動を強化し、県民の最も身近な存

在として、県民の安全、安心のよりどころと

なる活動を行ってまいります。 

 資料の28ページを御覧ください。 

 最後に、第７、通信指令業務についてで

す。 

 110番センターでは、昨年、約12万件、１

日平均約330件の110番を受理し、パトカー等
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への指令を行っております。 

 活動の要である通信指令システムは、令和

２年３月に現行のシステムに更新し、迅速な

警察活動の展開に効果を発揮しております。 

 また、本年４月からは、通報者がスマート

フォンなどを用いて事件、事故の映像を送信

できる110番映像通報システムの本運用が開

始されました。現場に向かう警察官が事前に

視覚的な情報を受け取ることで、より迅速、

的確に事案に対応してまいります。 

 生活安全部からは以上です。 

 

○髙橋刑事部参事官 刑事部でございます。 

 資料の29ページを御覧ください。 

 初めに、刑法犯全体の認知と検挙状況につ

いてでございます。 

 昨年の認知件数は4,944件で、平成16年以

降減少傾向が続いております。しかし、本年

に入り、備考欄記載のとおり、増加傾向に転

じており、警戒をしているところでありま

す。 

 一方、昨年の検挙件数は2,905件で、全国

の検挙率の平均が41.6％であるところ、県内

の検挙率は58.8％となっております。 

 ここで、申し訳ありませんが、訂正をお願

いいたします。 

 表の一番右下、検挙率58.7となっておりま

すが、今説明を申したとおり、58.8が正解で

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 資料の30ページを御覧ください。 

 重要犯罪の認知と検挙状況でございます。 

 重要犯罪と申しますのは、県民が著しく不

安を感じる殺人、強盗、放火等のことで、令

和４年中は91件を認知し、83件を検挙してお

り、検挙率は91.2％となっております。 

 昨年９月に長洲町で発生した民家対象の強

盗致傷事件では、早期に被疑者を検挙、解決

することができました。これら重要犯罪は、

住民の体感治安に直結するものであり、引き

続き、迅速、確実な検挙に努めてまいりま

す。 

 資料の31ページを御覧ください。 

 重要窃盗犯の認知と検挙状況についてで

す。 

 重要窃盗犯とは、強盗などの凶悪犯罪に発

展するおそれがある侵入盗やひったくりなど

の窃盗事件のことです。 

 令和４年中は、１都４県下の広域にわたる

出店荒らし事件、窃盗常習者による３県下に

わたる広域空き巣事件などを検挙し、検挙率

は77.0％となっています。 

 次に、資料の32ページを御覧ください。 

 詐欺、横領をはじめとした知能犯事件の認

知と検挙状況です。 

 昨年は、前年と比べ、認知件数、検挙件

数、検挙人員はいずれも減少しているもの

の、新型コロナウイルスに関する持続化給付

金や雇用調整助成金等の詐欺事件を29件、32

人検挙しております。 

 これら不正受給に関する詐欺事件の多く

は、暴力団に関連する人物らによるものであ

り、暴力団等の資金源を封じるためにも、こ

の種事案の検挙を徹底してまいります。 

 次に、資料の33ページを御覧ください。 

 電話で「お金」詐欺事件の認知と検挙状況

です。 

 昨年は、還付金詐欺や架空請求詐欺による

手口を中心に、認知件数は100件、被害総額

約３億2,900万円と、前年からさらに被害が

増加いたしました。 

 一方、検挙は、被害者方を訪問してキャッ

シュカード等をだまし取る手口を中心に41

件、９人を検挙しています。 

 今後も、一人でも多くの被疑者を検挙する

とともに、受け子等の末端被疑者にとどまら

ず、犯行グループの壊滅を図るため、捜査を

より一層徹底してまいります。 

 次に、資料の34ページを御覧ください。 

 暴力団対策についてです。 
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 県内の暴力団情勢については、本年３月末

現在で20組織、構成員等約360人を把握して

います。このうち、六代目山口組系、神戸山

口組系、道仁会系の３団体で全体の７割強を

占めております。 

 県警としては、暴力団による犯罪の取締り

を徹底するほか、資料35ページに記載のとお

り、暴力団対策法や暴排条例を効果的に適用

した暴力団排除対策を推進しており、引き続

き、官民一体となった暴力団排除対策に取り

組んでまいります。 

 次に、資料の36ページを御覧ください。 

 薬物・銃器対策についてでございます。 

 令和４年中における薬物事犯の検挙人員は

107人、うち覚醒剤事犯が58人、大麻事犯が

49人で、いずれも前年から減少しています。

しかし、特に大麻事犯は、全国的に若年層へ

の蔓延が問題となっており、薬物事犯の取締

りとともに、乱用防止に関する広報啓発にも

努めてまいります。 

 あわせて、銃器の取締りについても徹底し

てまいります。 

 次に、資料の37ページを御覧ください。 

 来日外国人犯罪の検挙状況についてです。 

 令和４年中は、検挙件数44件、検挙人員41

人であり、共に前年より減少しています。 

 検挙人員を国籍別に見ますと、ベトナム人

が全体の約58％と最も多く、そのほか中国

人、フィリピン人等が検挙されています。 

 罪種別では、不法滞在等をはじめとした出

入国管理及び難民認定法違反事件が全体の約

34％、次いで窃盗が約27％となっています。 

 今後も、外国人犯罪への対処力の強化を図

るため、海外語学研修や通訳体制の充実強化

を進めてまいります。 

 38ページ、第７、鑑識活動、39ページの第

８、科学捜査研究所の活動については、表の

とおりでございますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上、刑事部としましては、被疑者を検挙

することで県民の皆様の治安に対する不安感

を払拭し、より安全、安心が実感できるよ

う、今後もさらなる取締りを推進してまいり

ます。 

 以上です。 

 

○合瀨交通部参事官 交通部の業務概況につ

いて御説明いたします。 

 まずは、第１、交通事故情勢についてで

す。 

 資料40ページの１、交通事故の発生状況を

御覧ください。 

 (1)のグラフは、過去５年間の推移を表し

たものです。 

 令和４年中の交通事故につきましては、発

生件数、負傷者数は前年に比べ減少した一

方、死者数は、昭和23年以降の統計で最少数

を更新した前年から増加に転じました。 

 下の状態別死者数の推移を御覧ください。 

 本県の死者の多くは自動車乗車中と歩行者

でありますが、特に、てまえ運動をはじめと

した歩行者の安全確保に関する対策を強化し

ています。 

 次のページの(2)、交通死亡事故の特徴を

御覧ください。 

 年齢層別では、全死者に占める65歳以上の

高齢者の割合が約６割と依然として高く、ま

た、75歳以上の高齢者が高齢者の全死者の約

７割を占めるなど、引き続き高齢者対策も課

題であります。 

 (3)から(5)までは、重点的に対策を講じて

いきます高齢者、18歳未満の子供、自転車が

関係する事故の特徴をそれぞれ示しておりま

す。 

 資料43ページを御覧ください。 

 第２、総合的な交通事故抑止対策を御説明

いたします。 

 まず、１の交通部の推進施策についてで

す。 

 県警察において、本年の運営重点の一つと
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して掲げている安全かつ快適な交通の確保を

実現するため、交通部では、資料に記載して

おります５つの推進施策に重点を置いて取り

組むほか、一昨年可決されました熊本県の交

通安全水準のさらなる向上に関する宣言決議

の内容を踏まえた対策に取り組んでいます。 

 具体的な対策につきましては、次の２、推

進事項に記載しております。 

 (1)の歩行者の安全確保による交通死亡事

故の抑止については、本年も引き続き、アの

歩行者保護啓発活動やイの横断歩行者等妨害

等違反取締り、ウの宣言決議を踏まえた対策

として、補修が必要な横断歩道の整備に力を

入れてまいります。 

 そのほかに、資料44ページの(2)子供・高

齢者等に対する総合的な交通安全対策の実

施、45ページの(3)安全で円滑な交通環境の

確保に向けた交通安全施設等の整備、(4)飲

酒運転等を行う悪質・危険運転者の排除、46

ページの(5)ルール・マナー遵守の徹底によ

る自転車安全利用の促進につきましては、そ

れぞれ記載しています各施策等を推進してま

いります。 

 次に、第３、その他について御説明いたし

ます。 

 資料47ページを御覧ください。 

 １、効果的な交通安全情報の発信について

です。 

 資料には、実際に表示した交通情報板やユ

ーチューブ動画などを掲載しています。 

 今後も、県民の皆様の関心を引き、交通安

全意識を高める効果的な情報発信を行ってま

いります。 

 次に、同じく47ページの２、半導体産業集

積強化に伴う交通警察の対応についてです。 

 (1)の交通安全施設等の整備等につきまし

ては、半導体産業を中心とした大企業の熊本

への進出に伴い、懸念されている交通環境の

変化に対しまして、交通安全施設を計画的に

整備するなど、適切に対応してまいります。 

 (2)の外国の運転免許証から日本の運転免

許証への円滑な切替えにつきましては、外国

の運転免許証から日本の運転免許証への切替

え申請者が急増することが予想されておりま

すので、迅速に円滑な運転免許証の切替え手

続ができるように努めてまいります。 

 以上で交通部の説明を終わります。 

 

○八木警備部長 警備部長でございます。 

 警備部の業務概況について御説明いたしま

す。 

 資料の49ページを御覧ください。 

 第１の情勢に対応した警護警備の徹底につ

いて申し上げます。 

 県警では、昨年７月の安倍元総理銃撃事件

の検証結果を受け、本年３月、警察庁との連

携、現場指揮、対処体制の強化、教養訓練の

推進などを目的として、警備部警備第二課に

警衛・警護室を新設いたしました。 

 現在、本部長等による綿密な実地調査を行

い、的確な危険度評価を踏まえた警護計画を

策定し、警察庁による厳格な審査を経て、同

計画に基づく現場指揮官の一元的指揮によ

り、警戒の空白を生じさせない警護を実施し

ております。 

 また、警護員個々の対処能力向上や高度な

警護能力習得のための教養訓練を推進すると

ともに、警視庁における警護研修への派遣な

ど、将来を見据えた人員の育成を図ること

で、今後も警護の万全を期してまいります。 

 次に、資料の50ページを御覧ください。 

 第２の大規模災害等緊急事態対策の強化に

ついて申し上げます。 

52ページまでに記載しております。 

 令和４年中の災害警備活動につきまして

は、大雨洪水警報等の発表、台風の接近、阿

蘇中岳の噴火警戒レベル３、入山規制の引上

げなどに伴い、諸対策を講じましたが、部隊

活動を必要とするまでの大きな被害には至り

ませんでした。 



第２回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和５年６月20日) 

 - 16 - 

 県警では、本年度も引き続き、大規模災害

等緊急事態への対処体制を強化するため、解

体予定施設等を活用した救出救助訓練や災害

現場を想定した小型重機、ドローン等の操縦

訓練など、実践的な訓練を実施してまいりま

す。 

 あわせて、ポータブルＬＥＤ投光器など、

災害用装備資機材の整備を進めてまいりま

す。 

 次に、資料の53ページを御覧ください。 

54ページにかけて記載しております。第３

の経済安全保障対策の推進について申し上げ

ます。 

 皆様御承知のとおり、半導体生産世界大手

のＴＳＭＣの進出に伴い、本県の企業、教

育、研究機関等が諸外国による先端技術情報

獲得の標的になることが懸念され、事実、他

県においては、情報技術の流出事例も発生し

ているところであります。 

 政府の重要課題である経済安全保障を推進

していくためには、それを脅かす対日有害活

動への対策を強力に進めていく必要がござい

ます。 

 県警では、令和４年春に警備部外事課に経

済安全保障係を設置し、警察が解明してきた

技術流出の手口や対策のノウハウを情報提供

するアウトリーチ活動を推進しているととも

に、官民連携ネットワークである熊本県技術

情報流出防止ネットワークを構築し、情報発

信や意見交換等を実施しております。 

 本年度も、関係機関と連携し、先端技術情

報の流出防止に向け、各種対策を推進してま

いります。 

 次に、資料の55ページを御覧ください。 

 第４の大規模イベントを見据えた警備諸対

策の推進について申し上げます。 

56ページにかけて記載しております。 

 我が国を標的とするテロの脅威は、国外に

おいて、日本人や我が国の関連施設等の権益

がテロの標的となった事案が現実に発生して

おり、本県も例外ではございません。 

 こうした中、県警では、テロの未然防止対

策として、爆発物となり得る原料の販売業者

やテロに利用される可能性がある宿泊施設、

レンタカー事業者等への管理者対策をはじ

め、関係機関と連携した各種訓練や啓発活

動、水際対策、資機材の整備等に取り組んで

おります。 

 今後も、関係機関や県民の皆様の御理解と

御協力をいただきながら、テロの未然防止に

向けた各種対策を推進してまいります。 

 以上、簡単ではございますが、警備部から

の説明とさせていただきます。 

 

○末松直洋委員長 ありがとうございまし

た。 

 以上で執行部の説明が終わりましたので、

主要事業等について質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○亀田英雄委員 教育委員会のほうにお尋ね

をいたします。 

 冒頭に教育長の総括を伺いました。その中

で、教育委員会の課題といいますか、教員不

足の解消、いじめ問題に取り組むという姿勢

が表明されたんですけれども、もう一つ、何

といいますか、熊本県も取り組んでいらっし

ゃるんですけれども、少子化問題で過疎地の

小中学校が、入学生が減少して、存続の危機

といいますか、この小中学校の在り方が今問

われています。市町村の問題かと思うんです

けれども、県としてどのようにお考えなのか

伺いたいというふうに思います。 
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○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 今委員御指摘のとおり、今過疎地の小中学

校等につきまして、様々な問題が出ていると

いうところについては認識しているところで

ございます。 

 現実の問題といたしまして、直近では、水

上村のほうで、小中が一緒になった義務教育

学校ができたりとか、来年度も義務教育学校

を開校するというような動きが出ている市町

村もあるというようなところで把握している

ところでございます。 

 学校におきましては、もちろん人数等の適

正規模等ありますけれども、大規模校、中規

模校、小規模校、それぞれのこのよさ、それ

ぞれのその規模で行うことができる教育活動

の最大化といいますか、効果の最大化を目指

すというところは、もちろんそこで進めてい

くわけですけれども、そういう中で、どうい

う取組が一番その規模感としまして十分な取

組になっていくのか、また、効果の高い取組

になっていくのかというところにつきまして

は、本課としてもしっかり研究を進めてまい

りたいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

○亀田英雄委員 どうぞよろしくお願いいた

します。 

 周辺部では、やはり温度差があるんですよ

ね。保護者がそこで住み続けたいという思い

の中で、学校の在り方がどのようになるかと

いう心配もございますので、県がぜひリード

していただければなというふうに考えます。

よろしくお願いいたします。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいですか。 

 

○亀田英雄委員 はい。 

 

○白石教育長 今義務教育課長がお答えしま

したけれども、基本的に、市町村の教育委員

会といろいろ話してみると、やっぱり少子

化、過疎化ということで、その問題というの

は、最終的には今度は高校の定員割れの問題

にもつながってきていまして、県では、今移

住定住とか、いわゆる地域のほうに、県から

外に出ていって人口が減少しているというと

ころもありますものですから、移住定住とい

うのをこれも市町村と一緒になって今取り組

んでいるところでございます。 

 それも踏まえながら、やはり市町村の教育

委員会としっかり話をしながら、どういった

形がいいのかというのをしっかり検討してい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○亀田英雄委員 よろしくお願いします。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 

○亀田英雄委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○城戸淳委員 ７ページですかね。県教育情

報化推進事業のことで、今回、ＩＣＴの環境

整備に７億8,400万計上されています。 

 まず、特別教室への電子黒板配置、それと

教職員用の卓上モニターということで上げら

れておりますけれども、これは、どういう計

画で、どういう学校に、どういう整備をして

いくのかをまず１点と、それとＩＣＴが更新

を迎えてくるに当たっての、どういう感じに

更新の予算関係がいくのかというのも、２点

質問させていただきます。よろしくお願いし

ます。 

 

○永松教育政策課長 教育政策課です。 

 国の方針でありますＧＩＧＡスクール構想
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などに従いまして着実に整備してきたところ

でございますが、特に、ここ２、３年のコロ

ナ関係の交付金で、県立高校、市町村立高校

も含めて、１人１台及び普通教室のＷi-Ｆi

整備などは、基本的にほぼ100％進んできた

ところでございます。 

 今度、後ほど説明しますけれども、補正予

算等では、普通教室以外の専門学校の特別教

室のところにも全て配置する予定にしている

ところでございます。 

 あと、更新につきましては、これは、非常

にあと２～３年後にライセンスの更新とか、

今後いろいろ更新が必要な機器が迫ってきて

おります。 

 これに関しましては、国への要望でも、ぜ

ひ国費のほうでの措置をお願いしたいという

ことを要望しているところでございますが、

今まさに要望中でございますので、国と連携

しながら、県のほうでも支援できるかどうか

ということについて検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

 

○城戸淳委員 更新につきましては、恐らく

どこが負担するかというのはこれからだと思

っております。そういう中でも、国のほうに

要望は今引き続きされているということで、

これは非常にこれからも大事になってくるの

かと思います。 

 関連で、もう１ついいですか。 

 

○末松直洋委員長 はい。 

 

○城戸淳委員 今、毎年教職員の異動がある

中で、例えば、今、ＩＣＴの仕様といいまし

ょうか、ＯＳが各自治体によって違うと。こ

の中で、例えば荒玉を例に挙げてみますと、

荒尾から玉名に職員が異動するときに、ＩＣ

ＴのＯＳが違うと。例えば、ウインドウズと

iPadの要はＯＳ、それとソフト関係が違うも

のですので、まずは玉名に移転してこられた

先生は、今までのＯＳじゃないものだから、

最初からそういうことをしなきゃいかぬとい

うのが少し問題というか、教職員の中では恐

らく何か、異動したときに大変だなという話

も聞いておる中で、実は、荒玉では、これを

統一しようという今動きがあっております。 

 今玉名と南関と長洲がウインドウズで、あ

と荒尾と玉東と和水がiPadで今子供たちに教

育をされているんですけれども、これは、県

のほうで例えば統一することは不可能なんで

すか。 

 というのが、先生方が異動されたときに、

また最初から、ＯＳも違うし、ソフトも違う

ということで、非常に子供の環境といいます

か、教育に当たって、非常に何か弊害という

か、子供らにいろいろ聞くと、アイパッドが

すごい使いやすいという御意見もあっており

ます。 

 ただ、これは更新があって、５年間はその

機械を、恐らくその更新の時期に、次の、例

えばアイパッドとかに変えられるんだろうと

思うんですが、アイパッドが３万ぐらい高い

って一応聞いておりますけれども、この辺は

どういう感じになっているのか、ちょっとこ

れは関連ですけれども、ＩＣＴの。 

 

○永松教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 委員おっしゃるとおり、市町村立学校につ

きましては、設置者が市町村でございますの

で、そういう機器整備も市町村が責任を持っ

ているということで、おっしゃるとおり、Ｏ

Ｓが違うということは非常に懸念していると

ころでございます。 

 県立の場合は、１つの県の中でやっており

ますので、今のところ、クロームブックなど

ＯＳは１つなんですが、市町村は、そういう

ことで異動になって、今まで使っていたもの

が使えないという話は聞いております。 



第２回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和５年６月20日) 

 - 19 - 

 なかなか統一というのは、更新時期や、あ

と金銭面もありまして、市町村の財政もあり

ますことから、なかなか難しいことではござ

いますが、我々としましては、ＩＣＴの支援

員などを配置しまして、各市町村立学校にも

それを派遣して、できるだけ変わったＯＳで

も使いやすいようにというふうな形で県のほ

うとしては支援しているところでございま

す。 

 

○城戸淳委員 先ほど私が言いましたような

違いという部分の中でも、今先生方も、非常

にこのＩＣＴが、１人１台端末が子供に行っ

て、この活用が非常にこれから大事になって

くる中で、そういう少し先生方の弊害といい

ましょうか、そういう変わったときの対応も

あるものだから、今ちょっと支援員をという

ことで言われましたので、これもやっぱり本

当は県が率先して自治体に、もちろんお金は

自治体も費用はかかってくるわけですけれど

も、統一していただければ先生方にも非常に

いいのかなと思っておりますので、これはこ

れからだと思いますので、要望としてよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 

○城戸淳委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○本田雄三委員 関連で。 

 

○末松直洋委員長 はい。 

 

○本田雄三委員 すみません、今の御説明の

中で、ＯＳは違っても、そのソフトも違うん

でしょうか。 

 

○永松教育政策課長 異なっているというふ

うに理解しております。 

 

○本田雄三委員 ソフトが違うということに

なると、学ぶ環境あるいは習熟度等について

の差異が出てくるのではないかと危惧します

けれども、その辺りはいかがでしょうか。 

 

○永松教育政策課長 おっしゃるとおり、市

町村教育委員会では、独自にそのＩＣＴの目

標なりあると思いますので、それに沿った形

で学校の先生方も、そのレベルに合わせたと

いいますか、整備や指導方針が決まってくる

と思います。 

 そういう中で、先ほど言いました支援員な

どが、そのＯＳに合わせた、目標に合わせた

形での指導をするように指導しておりますの

で、県の教育センターや教育事務所の指導員

もＩＣＴ関係の指導を行っておりますので、

市町村の実態に即した、市町村の目標に沿っ

た形での支援を進めているところでございま

す。 

 

○本田雄三委員 各教育委員会がありますか

ら、その方針はそれぞれあるかと思いますけ

れども、やはり教職員の方にとっては、そう

いうＯＳの違いとかソフトの違いというの

は、非常に見えない部分でストレスになるの

ではなかろうかというふうに考えますので、

我々も、経験上、そういう部分が変わると、

非常に仕事が効率よくできていたのが、でき

にくくなったりする傾向もございますので、

極力そこら辺りは配慮いただきまして、今お

っしゃったとおりでしょうけれども、よろし

くお願いしたいと思います。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 

○本田雄三委員 はい。 
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○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙島和男委員 御説明ありがとうございま

した。 

 資料の７ページから９ページにかけてでご

ざいますけれども、私も質問で取り上げまし

たけれども、長時間労働であったり、負担の

解消であったり、働き方の改革というのは喫

緊の課題だろうと思います。 

 このページを見ますと、それぞれ項目ごと

に書いてあるんですけれども、今年度がもち

ろん主要事業だったわけでございますけれど

も、こうした働き方改革を進める、そして負

担軽減を図るという事業が、どのくらい前か

ら本格的に取組が始まったのかということを

まず教えていただけますか。 

 

○永松教育政策課長 県教委としましては、

令和２年度に県立学校の教職員の在校等時間

の上限に関する指針及び公立学校における働

き方改革推進プランというのを策定しまし

て、特に取り組んできたところでございま

す。 

 令和３年度には、庁内のプロジェクトチー

ムも設置しまして、重点的に働き方改革に取

り組んでいるところでございます。 

 

○髙島和男委員 令和２年度からといいます

と、令和２年度、３年度、４年度、丸々３年

間は取り組んできたという理解でいいです

か。 

 

○永松教育政策課長 令和２、３、４、５の

４年間が働き方改革プランの期間でございま

す。今年度まででございますので、まずはし

っかり今年度まで取り組んでいるところでご

ざいます。 

 

○髙島和男委員 それで取り組んでこられ

て、実績とは言いませんけれども、その効果

ですね。具体的に、これだけ働き方が変わっ

た、改善された、長時間労働が減少したとい

う検証というのはどうなっていますか。 

 

○鍬本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 まず、各学校でのいわゆる在校等勤務時間

というところ、これは、先ほど上限、令和２

年度に設定したということで申し上げたとこ

ろなんですけれども、その中で、月45時間と

いう一つの、これは指針の中で設けていると

ころでございますけれども、その月45時間を

超えた職員の割合というものを、これはプラ

ンを策定する前と、それから策定した後で比

較してみますと、プランを策定する前の令和

元年度では、その月45時間を超えた職員、こ

れは、県立学校の例で申し上げますと、36.4

％の職員が45時間を超えていたと。令和３年

度には25.2％ということで、約10ポイントち

ょっとその割合が減ったということでござい

ますので、その点に関しては、それだけ長時

間が、僅かではありますけれども、ちょっと

減少したということが一応このデータからは

読み取れるんじゃないかなというふうに考え

ております。 

 

○髙島和男委員 今具体的な数字をおっしゃ

っていただきました。 

 いろいろと報道とか、私たちの耳に入って

くるお話によりますと、タイムカードを押し

て、仕事を持って帰って家でするというよう

な先生方も若干いらっしゃるようで、それを

言い出せば切りがないよということになるか

もしれませんけれども、私は、何の事業でも

そうだと思うんですが、ＰＤＣＡが大事だと

思うんですね。しっかりやっぱりチェックを

する、そして、それを元にしてまたさらなる

アクションを起こしていくということが、私

は、どうもやっぱり行政の仕事には若干不足

しているんじゃないかなという部分をよく感
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じるところがありますものですから、特に、

繰り返しになりますが、この先生方の働き

方、長時間労働の解消、負担軽減というの

は、今日の地元紙にも掲載されましたよう

に、そうなる前にしっかりとやっぱりぜひ対

応をしていただきたいと思います。要望で

す。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいでしょう

か。 

 

○髙島和男委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○本田雄三委員 教育委員会のほうで、資料

の15ページで、高森高校のマンガ学科の件で

ございます。 

 定員数上がりまして、今学校等の環境が整

えられるということでございますけれども、

宿泊といいますか、寄宿舎といいますか、そ

ういう整備は今どのような状況でございます

か。ちょっと教えていただければと思いま

す。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課です。 

 高森高校に関しまして、今生徒の住まいの

お話かと思います。 

 高森高校のスタートに当たりまして、高森

町のほうから寮を整備していただいておりま

す。男子寮と女子寮と、それぞれをこの春入

居できる形で整備をいただいて、そちらのほ

うに今生徒たちを住まわせていると。 

 で、もしもそこがいっぱいになった場合

は、地元のいわゆるペンションとか旅館があ

りますので、そちらのほうと高森町のほうが

提携をされまして、一定の金額でそちらのほ

うに下宿できるような体制を今整えていただ

いているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

○本田雄三委員 ありがとうございました。 

 いずれにしましても、地方の高校になりま

すので、県外及び県内含めて、多数もしお見

えになるのであれば、やっぱり寮なりの充実

も今後は御検討いただいたほうがいいのかな

という気もしましたので、お尋ねをしまし

た。よろしくお願いしたいと思います。答弁

は結構です。 

 あと、引き続きいいですか。 

 

○末松直洋委員長 はい。 

 

○本田雄三委員 県警のほうに、資料の24ペ

ージです。 

 24ページで、銃砲所持許可者の人数がござ

いますけれども、これは、１回登録をされた

ら、その後の更新といいますか、そこ辺りと

いうのは具体的にどのようになっているの

か、教えていただければと思います。 

 

○村上生活安全部長 更新は３年ごとにやっ

ています。 

 銃の点検は、毎年署のほうでやっておりま

すので、面接をその都度やって、やはりそこ

でおかしいところが見えれば、認知症とかそ

ういうところがちょっと見えたりすれば、病

院の受診を促したりすることはあります。 

 

○本田雄三委員 その登録してあるそういう

銃器が、使用可能か不可能かというところも

含めて、３年ごとにはチェックをされておら

れるということでございますか。 

 

○村上生活安全部長 はい。 

 

○本田雄三委員 ありがとうございました。

結構です。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 
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 ほかにありませんか。 

 

○斎藤陽子委員 １件確認させてください。 

 教育のほうの７ページのＩＣＴ機器の１人

１台端末は、ほぼ100％実施できているとい

うことですけれども、こちらは、支援学校の

生徒さんも含めて100％ということでよろし

いでしょうか。質問です。 

 

○永松教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 支援学校も100％入っております。今度、

６月の補正予算で電子黒板なども全て入れる

ことにしておりますので、ＩＣＴ環境は普通

学級とほぼ変わらないような状況になるとい

うふうに理解しております。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 

○斎藤陽子委員 支援学校の生徒さんのほう

も個性がいろいろあるかと思いますので、活

用のほうは引き続き研究のほうをお願いした

いと思います。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか、要

望で。 

 

○斎藤陽子委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○城戸淳委員 警察のほうの交通部のほうに

少し質問させていただきます。 

 やはりこれまで高齢者が恐らく非常に…… 

 

○末松直洋委員長 ページ数…… 

 

○城戸淳委員 ページ数は、40から始まりま

して、41ですかね。 

 高齢者が多く事故等に関わっておられて、

恐らく踏み間違い等もあって、大半がやっぱ

り高齢者の事故が多発していると思いますけ

れども、今その免許返納はどういう状況に県

内なっているのか、ちょっと分かりますか。 

 

○飯塚交通部参事官 飯塚交通部参事官で

す。 

 自主返納につきましては、現在、令和５年

３月末におきましては、64歳以下が43人、65

歳以上が1,329人、合計で1,372人という状況

になっています。 

 

○城戸淳委員 今1,372という数字を出され

ましたけれども、これも恐らく警察の地域に

よって温度差があるのかなとも少し思ってお

ります。 

 例えば、地元は私、玉名ですけれども、免

許返納者に対して、商店街のスタンプ会があ

りまして、そこに免許を返納された方に商品

券をあげているという、そういう事例を玉名

はしているんですが、そういう、もちろん家

族の方が恐らく免許返納してくれということ

もあるんでしょうけれども、そういう特典と

いうか、その辺もこれから県全体で御依頼だ

とかいろんなことを、経済団体ともこれは話

し合いながら恐らくしていくと、まだ増える

のかなと、自主返納がですね。そういうこと

をちょっと要望としてお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○末松直洋委員長 要望でよろしいでしょう

か。 

 

○城戸淳委員 はい。 

 

○合瀨交通企画課長 交通企画課です。 

 ただいま城戸委員から、運転免許証の自主

返納の促進について御提案がありました。本

当にありがとうございます。 
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 地域によっては、ただいま委員のおっしゃ

られたとおり、玉名地区ではそういうふうな

自主返納が進むような取組をやっていただい

ております。 

 また、県内の天草管内におきましては、タ

クシーの割引チケットとか、あとバスの公共

機関の利用を促進するための補助金を出した

りとか、そういう特色のある活動を行ってい

ただいております。 

 今後とも、警察としましては、高齢者の免

許証の自主返納促進が進みますように、各関

係機関、団体と連携をして取り組んでまいり

たいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 

○城戸淳委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙島和男委員 警務部にお尋ねします。 

 ３ページから５ページ、６ページにかけて

でございますけれども、私も久しぶりにこの

委員会に所属をすることになったんですけれ

ども、警察官１人当たりの負担人口というこ

の数字を見ますと、教育委員会同様、負担軽

減というのを非常にこれは大切に考えていか

なくちゃいけんなということをつくづく思っ

た次第でございます。 

 そして、なおかつ、３ページの資料でいき

ますと、ここ数年、全く増員もなされていな

いということで、他県と比べますと、本当に

これはゆゆしき事態だなというふうに私は感

じております。 

 恐らく、当然、今年度だけじゃなくて、昨

年度、それ以前も、この増員についてという

のはいろんな話がなされたと思うんですけれ

ども、本部として、何といいますか、警察官

の増員あるいは人数というか、そういうこと

に対してどういう御認識を持っていらっしゃ

るのか。もちろん、全体の予算との兼ね合い

というのはあると思いますけれども、今のお

考えだけでも教えていただければと思いま

す。 

 

○清水警務部長 警務部長の清水でございま

す。 

 委員御指摘のとおり、非常に負担人口が多

いというところで、厳しい状況にあります

し、最近の増員状況を見ますと、なかなかち

ょっと厳しい状況にあるというところは、我

々も思っているところであります。 

 そういった中で、なかなかやっぱり増えな

いという中で、いかにその職員の業務の負担

を軽減していくかということでございますけ

れども、県警察におきましては、システムの

高度化でありますとかＩＣＴ等の先端技術の

利活用、そういったものを含めまして、業務

の合理化、効率化というものに今努めておる

ところでございまして、その結果、刑法犯認

知件数でございますとか、あと交通事故の発

生件数等も改善傾向にはあるというところで

ございます。 

 そういったシステムの高度化やＩＣＴ等先

端技術の利活用というものも今後も進めてい

きまして、限られた人員で警察の機能を最大

限に発揮できるように取り組んでいきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 

○髙島和男委員 確かに、先端技術、ＩＣＴ

を活用するということで件数も減らしている

ということは、本当にすごいなということ

で、それはもう敬意を表するところでござい

ます。 

 ６ページのこの予算額の推移を見ますと、

令和２年度、令和３年度、警察の予算という

のは減っている。そして、令和４年から令和

５年にかけても減っている。人件費の割合と

いうのは、大体73から75あたりをずっと推移
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しているわけですね。 

 私は、この人件費がどうしても高くなって

まいりますと、警察予算の総額としては、ほ

かに回せる予算が、もう当然のことながら低

く、少なくなってくるわけですね。そうしま

すと、やっぱり警察の業務の内容というのが

硬直化していかざるを得ぬのじゃないかな

と、そこをちょっと若干心配をしておりま

す。 

 先ほど御説明にもありましたように、信号

機の設置であるとか、あるいは横断歩道の改

修とか、これはやっぱり県民の生活の安全、

安心に直結することでございますので、ここ

はやっぱり総額を――まあ、我々にも問題が

あるわけでございますけれども、ぜひやっぱ

り増やすような方向に本部としても考えてい

ただくほうがいいのではないかと思うんです

が、そこいらはいかがでしょうか。 

 

○清水警務部長 なかなかその予算の総額と

いうところは、難しいところもあるとは思わ

れます。 

 そういった、我々としては、治安の維持に

必要な予算はしっかりと要求をしていって、

それと並行して、限られた予算の中で最大限

の力が発揮できるように、先ほども申し上げ

ましたＩＣＴの導入とかそういったものを進

めて、そういったところでしっかり限られた

予算の中で対応していきたいというふうに考

えておるところでございます。 

 

○髙島和男委員 限られた予算というのは本

当に分かるんですけれども、やっぱりそれだ

け人員が厳しい、ぎっちぎちでやっていらっ

しゃるというのは、もう実態だろうと思いま

す。この数字を見れば明らかでございますの

で、我々県民としても、その善意に甘えると

いうのも、それはある面いかがなものかなと

思いますので、おっしゃったように、必要な

予算はしっかりとやっぱり要望をしていただ

きたいと思います。要望です。 

 

○末松直洋委員長 はい。要望で。 

 ほかに質疑はありませんか。――なけれ

ば、以上で質疑を終了します。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について、教育委員会、警察

本部の順に説明を求めた後、一括して質疑を

受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、担当課長から、議案第１号から

の説明をお願いします。 

 

○永松教育政策課長 教育政策課です。 

 お手元の説明資料、令和５年度６月補正予

算等と記載の資料を御覧ください。 

 １ページにつきましては、先ほど教育長が

総括説明で触れられましたので、割愛させて

いただきます。 

 ２ページをお願いします。 

上段右側説明欄をお願いします。 

 熊本県教育情報化推進事業ですが、これ

は、新型コロナウイルス感染症対策として、

県立学校におけるアクセスポイント設置によ

るＷi-Ｆi環境整備及び特別支援学校への電

子黒板の配備など、ＩＣＴ教育の環境整備及

び機器更新に要する経費を計上しておりま

す。 

 教育政策課は以上です。 

 

○中島施設課長 施設課でございます。 

 同じく、２ページ下段をお願いいたしま

す。 

 特別支援学校費の右側の１、国庫支出金返

納金でございます。 

 これにつきましては、令和２年７月豪雨に

より被災した芦北支援学校校長宿舎の売却に

伴い、過年度に国から補助を受け整備した部
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分につきまして、国への返納金が生じたもの

でございます。 

 以上でございます。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課です。 

 ３ページをお願いいたします。 

上段をお願いいたします。 

 右側説明欄の１、学校教育指導費の(1)専

門高校生グローバルチャレンジ事業ですが、

これは、国外で実施する修学旅行等におい

て、現地で新型コロナウイルス感染症に罹患

した生徒の滞在やその救援に係る追加費用の

支援に要する経費を計上するものでございま

す。 

 説明は以上です。 

 

○松本特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 初めに、おわびを申し上げたいと思いま

す。 

 資料３ページ、特別支援教育課(一般会計)

の表の補正前の額に記載の誤りがございまし

た。委員の皆様方には、今朝ほど差し替えを

お渡ししたところでございますが、大変御迷

惑をおかけしましたことをおわびいたしま

す。申し訳ありませんでした。 

 説明に入らせていただきます。 

３ページ下段をお願いいたします。 

 説明欄の１、学校教育指導費の(1)特別支

援学校作業室等空調機器配備事業ですが、こ

れは、感染症防止対策として、密を避けなが

ら学習できるよう、空調設備がない作業室等

にスポットクーラー等の機器を整備するため

の経費でございます。 

 次に、(2)の送迎バス安全装置改修支援事

業ですが、送迎バスでの児童生徒の置き去り

を防止するため、委託業者の送迎バスの安全

装置の装備に要する経費でございます。 

 特別支援教育課の説明は以上です。 

 

○奥園体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 １段目の保健体育総務費の右側の１、学校

保健給食振興費の(1)学校保健特別対策事業

ですが、これは、新型コロナウイルス感染症

対策として、県立学校の教室における空気清

浄機の整備など、感染の予防に要する経費を

計上したものでございます。 

 続いて、２段目の体育振興費の右側の１、

学校体育振興費の(1)子供たちの豊かなスポ

ーツ環境整備事業でございますが、これは、

令和５年度から始まる公立中学校の休日にお

ける運動部活動の移行に伴う市町村の推進体

制に要する補助金等を計上したものでござい

ます。 

 次に、２の社会体育振興費の(1)子どもの

スポーツ環境整備支援事業ですが、コロナ禍

で落ち込んだ児童生徒の体力向上のための県

有体育施設等における運動機器の更新に要す

る経費でございます。 

 続いて、３段目の体育施設費の右側の１、

県営体育施設整備費の(1)県営体育施設整備

事業でございますが、これは、藤崎台県営野

球場のフェンスの改修等による県営体育施設

の老朽化対策やトイレ手洗い場の自動水栓化

による新型コロナウイルス感染症対策に要す

る経費を計上したものでございます。 

 最後に、２の国庫支出返納金の(1)国庫支

出返納金でございますが、これは、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の

事業費が確定したことに伴い、超過交付とな

った国庫支出金の返納金を計上したものでご

ざいます。 

 体育保健課は以上でございます。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課です。 

 ５ページをお願いいたします。 

 右側説明欄の１、学校教育指導費の(1)日

本語指導推進事業ですが、これは、外国人児
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童生徒を受け入れる小中学校への自動翻訳機

の配備に要する経費を計上するものでござい

ます。 

 次に、２、国庫支出金返納金ですが、これ

は、外国語指導助手ＡＬＴの入国時における

新型コロナ対策のための国からの臨時交付金

について、事業費が確定したことに伴う返納

金を計上するものでございます。 

 義務教育課の説明は以上です。 

 

○福永社会教育課長 社会教育課です。 

 ６ページをお願いします。 

 １段目の社会教育総務費の右側１、社会教

育諸費の(1)青少年教育施設管理運営費です

が、これは、社会経済活動再開後の青少年教

育施設における利用者の増加に向けたアスレ

チック等の設備設置や昨今の光熱費高騰に伴

う指定管理者への支援に要する経費でござい

ます。 

 次に、２段目の図書館費の右側の１、管理

運営費の(1)管理運営費ですが、これは、図

書館システムの契約期間満了に伴うシステム

及び機器等の更新や新型コロナウイルス感染

症対策として、男性用小便器の自動水栓化に

要する経費でございます。 

 社会教育課の説明は以上です。 

 

○奥園体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 債務負担行為について御説明を申し上げま

す。 

 藤崎台県営野球場照明塔設備改修工事でご

ざいますが、これは、現在６基ある照明塔の

ＬＥＤ化と塗装工事に伴うものであり、入札

契約手続及び工事期間として21か月程度を確

保する必要があるため、債務負担行為を設定

するものでございます。 

 体育保健課、説明は以上でございます。 

 

○福永社会教育課長 社会教育課です。 

 ８ページをお願いします。 

 情報処理関連業務ですが、これは、図書館

システムの更新に要する経費で、令和６年３

月から５年間のリース契約を締結する必要が

あるため、令和10年度までの債務負担行為を

設定するものでございます。 

 社会教育課の説明は以上です。 

 

○鍬本学校人事課長 学校人事課です。 

 ９ページをお願いします。 

 繰越明許費繰越計算書について御説明しま

す。 

 １段目の学校施設等クラスター発生防止対

策事業費ですが、これは、新型コロナウイル

ス感染症のクラスター発生を防止するための

抗原検査に要する費用で、感染状況を踏ま

え、令和５年度においても、継続して教職員

等の抗原検査を行う必要があるため、繰り越

したものでございます。 

 ２段目の県立学校原油価格・物価高騰対策

事業費ですが、これは、特別支援学校におけ

る給食について、令和５年度においても、引

き続き保護者の負担を増加させることなく質

や量を維持する必要があるため、繰り越した

ものでございます。 

 学校人事課の説明は以上です。 

 

○舟津文化課長 文化課です。 

 10ページをお願いします。 

 １段目の文化財保存整備事業費について、

新型コロナウイルス感染症の影響や災害に伴

う局地的な工事の増加による労務者や資材不

足により、年度内の執行が困難となったもの

でございます。 

 ２段目の美術館本館施設改修事業費です

が、現況調査や所管部局との調整等に時間を

要したものでございます。 

 ３段目の文化財災害復旧費ですが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響や災害に伴う工事
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増による労務者や資材不足等によるものでご

ざいます。 

 ４段目の鞠智城跡災害復旧費ですが、所管

部局との調整等、のり面復旧に係る設計等に

時間を要したものでございます。 

 文化課の説明は以上です。 

 

○中島施設課長 施設課でございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 １段目、高等学校校舎新築・増改築事業費

ですが、熊本工業高校実習棟改築工事の発注

に当たりまして、入札不調となり、２月議会

後の契約となったことで繰り越したものでご

ざいます。 

 ２段目の高等学校施設整備事業費ですが、

小川工業高校実習棟改築工事ほか10件につき

まして、学校活動に支障のない工法、休日を

中心とした工期の調整等に時間を要し、繰り

越したものでございます。 

 ３段目、特別支援学校施設整備事業費、こ

れにつきましては、松橋東支援学校学習室横

トイレ改修工事ほか２件につきまして、国の

令和４年度第２次補正予算に伴う交付決定が

２月中旬になったことで繰り越したものでご

ざいます。 

 ４段目の特別支援教育環境整備事業費で

す。球磨支援学校校舎棟新築工事の発注に当

たり、入札不調となり、12月の契約となった

ことで、工事のスケジュールの調整を行った

結果、繰り越したものでございます。 

 最下段の県立学校施設災害復旧費ですが、

球磨工業高校法面復旧工事ほか５件につきま

して、災害査定が令和５年２月となったた

め、繰り越したものでございます。 

 施設課の説明は以上です。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課です。 

 12ページ上段をお願いします。 

 定時制・通信制教育修学奨励事業費です

が、県立高校定時制における給食を、令和５

年度においても、引き続き勤労学生の負担を

増加させることなく質や量を維持する必要が

あるため、繰り越したものでございます。 

 高校教育課の説明は以上です。 

 

○松本特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 12ページ下段をお願いいたします。 

 県立特別支援学校寄宿舎費支援事業費の繰

越しにつきまして、県立特別支援学校寄宿舎

における舎食を、令和５年度においても、引

き続き保護者の負担を増加することなく質や

量を維持する必要があるため、繰越しをする

ものでございます。 

 特別支援教育課の説明は以上です。 

 

○奥園体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 13ページ上段をお願いいたします。 

 １段目の県立学校感染症対策事業費及び２

段目の子供たちの豊かなスポーツ環境整備事

業費でございますが、これは、国の令和４年

度第２次補正予算に伴う事業であり、国から

の交付決定が３月中旬以降となったことによ

り年度内の執行が困難となったため、繰り越

したものでございます。 

 ３段目の県営体育施設整備事業費でござい

ますが、県立総合体育館外壁工事ほか２件に

ついて、入札不調等により工期が確保できな

かったことや工事施工に不測の日数を要した

ことにより年度内の執行が困難となったた

め、繰り越したものでございます。 

 体育保健課の説明は以上でございます。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課です。 

 13ページ下段をお願いいたします。 

 １段目の教育総務費の夜間中学整備事業費

ですが、これは、校舎整備に係る設計、工事

を一括して発注し、翌年度、完成後に支払う

こととしたため、繰り越したものでございま
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す。 

 次に、２段目の送迎用バス安全装置改修支

援事業費ですが、これは、国の令和４年度補

正予算に伴う事業であり、国からの交付決定

が令和５年度になったことにより年度内の執

行が困難となったため、繰り越したものでご

ざいます。 

 義務教育課の説明は以上です。 

 

○福永社会教育課長 社会教育課です。 

 14ページをお願いします。 

 社会教育費の青少年教育施設管理運営費で

すが、これは、あしきた青少年の家の大規模

改修について、工事発注時期の調整が生じ、

年度内の執行が困難となったため、繰り越し

たものでございます。 

 社会教育課の説明は以上です。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課です。 

 16ページをお願いいたします。 

 第７号議案として、熊本県立学校条例の一

部を改正する条例の制定について提案してお

ります。 

 概要につきましては、17ページを御覧くだ

さい。 

 １の制定改廃の必要性ですが、令和６年４

月に開校する県立夜間中学の新設に伴い、関

係規定を整備するものでございます。 

 ２の内容でございますが、熊本県立ゆうあ

い中学校を新設するとしております。 

 ゆうあい中学校という校名につきまして

は、昨年度、公募の上、最終的に令和５年３

月、県教育委員会において決定したものでご

ざいます。 

 施行期日につきましては、開校に必要な準

備を行うため、令和５年８月１日としており

ます。 

 義務教育課の説明は以上です。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課です。 

 18ページをお願いします。 

 第20号議案として、専決処分の報告及び承

認について提案しております。 

 概要につきましては、19ページを御覧くだ

さい。 

 当課では、育英資金返還金の未収金対策の

一つとして、長期滞納者に対する法的措置で

ある支払い督促の申立てを行っております。 

 支払い督促は、県が裁判所に申し立て、裁

判所から債務者に対し、奨学金の一括返済を

命じてもらうものでございます。 

 ２の専決処分の理由にありますように、支

払い督促に対し、３人の債務者から異議申立

てがございました。異議の申立てがなされた

場合、民事訴訟法の規定により訴えの提起が

あったものとみなされることから、訴訟に移

行するための手続を行ったものでございま

す。 

 高校教育課の説明は以上です。 

 

○舟津文化課長 文化課です。 

 20ページ、21ページをお願いします。 

 第13号議案及び第14号議案の専決処分につ

いて御報告します。 

 これは、いずれも職員による同じ交通事故

の和解に関するものでございますので、併せ

て御報告申し上げます。 

 内容につきましては、22ページの概要で御

説明いたします。 

 ２の内容でございますが、令和４年４月８

日、山鹿市鍋田地内で、公務のため公用車で

出張中、対向車線を走行していた相手方車両

とお互いの車両のミラー同士が接触したもの

でございます。 

 事故の相手方であります個人とは、公用車

の損害額が相手方の損害額を上回ったため、

損害額を相殺しました結果、県の負担額０円

で和解をしております。また、リース会社と

は、契約に基づき県が修理費用を負担いたし

ましたため、賠償額は発生しておりません。 
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 職員への指導をさらに徹底し、交通事故防

止に努めてまいります。 

 文化課の説明は以上です。 

 

○福永社会教育課長 社会教育課です。 

 23ページをお願いします。 

 報告第18号、家庭教育支援の推進に関する

施策の報告についてでございます。 

 これは、くまもと家庭教育支援条例第11条

の規定により、今年度の家庭教育を支援する

ための施策を取りまとめ、報告するもので

す。 

 関係各課の取組及び予算額を一覧にしてお

りますが、30ページをお願いします。 

 条例に基づく令和５年度の家庭教育支援に

関する施策の報告について、令和４年度の主

な取組や成果と併せて説明します。 

 議案番号の記載がある四角枠囲みの下を御

覧ください。 

 条例が施行されました平成25年度に、くま

もと家庭教育支援条例関係課連絡会議を設置

し、現在、関係の６部局で連携して、本県の

家庭教育支援に総合的、継続的に取り組んで

おります。 

 まず、令和４年度の主な取組の成果です

が、昨年度は、５部局18課で72の施策に取り

組みました。 

 31ページを御覧ください。 

 31ページ下段の四角枠囲み部分ですが、令

和４年度の成果について、３点申し上げま

す。 

 １点目は、コロナ禍での学習機会の減少に

よる情報不足とつながりの希薄化への対応で

す。 

 啓発動画の配信やオンラインによる学習機

会の提供を行い、保護者同士のつながりの再

構築を図りました。 

 ２点目は、家庭教育を支援する人材育成と

社会的機運の醸成です。 

 家庭教育を支援する人材等への研修やくま

もと家庭教育支援チームの登録促進等の実施

により、社会的機運の醸成を図りました。 

 ３点目は、条例関係課の連携です。 

 関係課で連携した施策の実施、条例に基づ

いた施策の見直しを行いました。 

 次に、32ページですが、令和５年度の主な

取組施策について説明します。 

 本年度は、１部局２課７施策増え、６部局

20課で79の施策に取り組んでまいります。 

 主な内容につきましては、33ページの四角

枠内を御覧ください。 

 本年度は、関係課が行う様々な講座や学

び、相談活動の充実を図ります。 

 構造上の課題を踏まえ、取組として４点申

し上げます。 

 １点目は、大人になるための学びの推進と

相談活動による家庭教育支援の実施です。 

 高校生の留学促進等、将来大人になるため

の様々な学びについて、さらなる充実を図り

ます。また、家庭教育電話相談等、福祉部局

との連携を密にしながら、相談体制の充実を

図ってまいります。 

 ２点目は、保護者が家庭教育や子育てにつ

いて学ぶ機会のさらなる提供です。 

 より多くの保護者に支援が届くよう、対面

の講座を基本としながら、オンデマンドやオ

ンラインを活用し、保護者同士のつながりの

再構築に努めてまいります。 

 ３点目は、家庭教育を支援する人材育成と

社会的機運の醸成です。 

 「親の学び」トレーナー等の資質向上を図

り、地域での家庭教育支援の一層の活性化に

努めてまいります。また、くまもと家庭教育

支援チームの登録促進等の実施により、家庭

教育を支援する社会的機運をさらに醸成して

まいります。 

 ４点目は、条例関係課の連携です。 

 取組の周知や啓発、イベント等の実施にお

いて、関係課が理解を深め、連携を強化して

まいります。 
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 社会教育課の報告は以上でございます。 

 

○末松直洋委員長 それでは、続いて、警察

本部から説明をお願いします。 

 

○平山会計課長 会計課でございます。 

 予算関係議案につきまして、お手元の警察

本部の資料で説明いたします。 

 資料の１ページをお願いします。 

 議案第１号、令和５年度熊本県一般会計補

正予算(第２号)についてでございますが、今

回、内閣府所管の新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用する事業につ

いて、補正予算を編成するものでございま

す。 

 まず、上段の警察本部費で１億8,822万

9,000円をお願いしております。 

 これは、事務事業や現場警察活動のデジタ

ル化、高度化といったＤＸへの取組を通じて

人的資源の再配分を行い、アフターコロナ時

代における現場執行力の維持強化を図ろうと

するもので、法規データベースシステムの高

度化改修や給与情報の電子化、電子決裁の拡

充、生活安全関係の許可等事務のシステム化

のほか、運転免許センターにおける可動式電

光掲示板等の整備やデジタルデータを複製す

るいわゆるデュプリケーターの整備など、捜

査資機材の高度化を進めるものでございま

す。 

 次に、中段の警察施設費で3,979万8,000円

をお願いしております。 

 これは、新しい生活様式を踏まえた警察施

設の感染症対策として、警察署等のトイレの

洋式化や手洗い器の自動水栓化、空調設備の

改修のほか、運転免許センターの待合椅子の

購入などを行うもので、アフターコロナを見

据え、県民利便施設における感染症対策を改

めて徹底するものでございます。 

 次に、下段の警察活動費で120万円をお願

いしております。 

 これは、警察官の術科、剣道訓練に当た

り、コロナ禍で控えていた対面での相対動作

訓練について、感染防止対策を講じた上で再

開することとなったため、剣道防具下に着用

する専用マスクを整備するものでございま

す。 

 以上、警察費歳出予算として、合計２億

2,922万7,000円をお願いしております。 

 続きまして、資料の２ページをお願いしま

す。 

 報告第１号、令和４年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてでござい

ます。 

 まず、事業名の１段目、ヘリコプター維持

管理費で300万円の繰越しをお願いしており

ますが、これは、ヘリコプターの飛行訓練業

務委託に係るもので、訓練の実施に必要な海

外製資機材の使用申請手続に時間を要し、年

度内の完了が困難であったものでございま

す。 

 次に、２段目の警察施設維持管理費２億

9,027万6,000円余は、県庁舎の空調機更新工

事などで、３段目の警察活動基本経費69万

9,000円は、競技用拳銃訓練弾の購入に係る

ものでございますが、これらは、新型コロナ

ウイルス感染症等の影響による資材の入手難

のため、年度内の完了が困難であったもので

ございます。 

 次に、４段目の交通安全施設等整備費(補

助事業)1,083万2,000円でございますが、こ

れは、国の補正予算に伴い、さきの２月補正

予算で予算措置されました国土強靱化に向け

た交通安全施設等の整備費であり、計画、設

計等に時間を要することから、年度内の完了

が困難であったものでございます。 

 以上、警察費で合計３億480万7,000円余を

繰り越して事業を実施するものでございま

す。 

 予算関係議案は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いします。 
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○山浦交通規制課長 交通規制課です。 

 まず初めに、訂正とおわびを申し上げま

す。 

 今回の議案第８号の上程に当たり、条例名

称について一部誤りがあり、訂正をさせてい

ただいたところです。今後、このような誤り

がないよう、確認を徹底してまいります。 

 それでは、熊本県高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に関

する条例の一部改正について御説明します。 

 資料の３ページから５ページになります。 

 本条例は、高齢者や障害者の道路横断時に

おけるバリアフリー化を促進するために、特

定の機能を付加した信号機や標識、標示が整

備されるよう、国家公安委員会規則で定めた

適合基準が改正されたことを受け、同規則を

参酌して定めている県条例を改正するもので

す。 

 このたびの改正では、全方向の自動車の通

行を赤色信号で停止させ、その間に歩行者専

用の横断時間を設ける信号の運用形態であ

る、いわゆる歩車分離式信号を定めた第２条

第２号の条文において、歩行者用青信号に従

って横断できる通行主体として、従来は歩行

者と自転車が対象となっていたものですが、

昨年４月の改正道路交通法によって新たに定

義された遠隔操作型小型車と特定小型原動機

付自転車を追加するものです。 

 本条例は、道路交通上のバリアフリー化を

進める際に、警察が整備すべき信号機等の基

準を定めているものであり、条例改正によっ

て通行方法に影響を与えるものではありませ

ん。 

 なお、本条例の施行日は、本年７月１日を

予定しております。 

 以上、説明を終わります。 

 

○内田首席監察官 監察課でございます。 

 報告第15号の専決処分について御説明させ

ていただきます。 

 説明資料の７ページを御覧ください。 

 令和４年７月から12月にかけ発生した本県

警察職員が運転する公用車による３件の交通

事故に関し、事故の相手方と熊本県との間で

損害賠償の額が決定し、和解が成立いたしま

した。 

 事故の概要につきましては、資料８ページ

のとおりであり、３件の交通事故のうち、番

号１及び２の交通事故につきましては、駐車

場から発進する際のブロック塀への衝突や開

放した運転席ドアが駐車中の車両に衝突した

ものです。 

 いずれも県側に全過失が認められる交通事

故であり、県側から、資料のとおり、賠償額

を支払い、和解が成立いたしました。 

 また、番号３の交通事故につきましては、

対向する相手方車両とドアミラー同士が衝突

したものですが、過失相殺により県側からの

賠償はなく、和解が成立したものでございま

す。 

 なお、番号１及び２の交通事故の賠償につ

きましては、加入している任意保険を使用し

て全額支払い済みでございます。 

 ３件の交通事故に関しましては、運転者の

不注意による交通事故であり、職員への指導

をさらに徹底し、公用車の交通事故防止に努

めてまいります。 

 以上で報告を終わります。 

 

○末松直洋委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 
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○髙島和男委員 教育委員会にお尋ねしま

す。 

 ７ページ、体育保健課でございますが、藤

崎台の照明の工事ということで、藤崎台球場

は何かと議会でもいろいろと話題になるわけ

でございますが、先ほどのような工事期間21

か月ということになりますと、その間、利用

といいますか、使用ができるのかできないの

かというのが１点、21か月工事着工がいつか

らなのか、以上２点、お願いします。 

 

○奥園体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 ただいま御質問いただきました藤崎台野球

場の工期でございますけれども、照明工事に

伴う６基のＬＥＤ化及び塗装工事を行うもの

でございますが、令和７年３月までの工期が

必要となっております。 

 スケジュールといたしましては、令和５年

７月から再設計、６年度に仮契約、６年の４

月から６月に現場調査をいたしまして、７月

仮設工事、８月から機器の取替え等を行うよ

うにしております。 

 この令和６年の８月から機器を取り替える

というのは、高校野球の予選等が終わりまし

て、そういう大切な大会といいますか、そう

いうのに影響がないような工期を組んで21か

月かかるというような状況になっておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○髙島和男委員 すみません、確認ですが、

工事の着工が令和６年の８月ということです

か。 

 

○奥園体育保健課長 はい。 

 

○髙島和男委員 で、終わりが令和７年の３

月ということになると、高校野球には影響は

ないということですね。 

 

○奥園体育保健課長 今のような状況で計画

をしておるところでございます。 

 

○髙島和男委員 ただし、その間のプロ野球

等の利用は不可能ということでいいですか。 

 

○奥園体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 本年度もプロ野球は５月に行われましたけ

れども、その高校野球前のプロ野球等にも影

響がないようにということは、配慮しながら

計画をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 

○髙島和男委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか。 

 

○亀田英雄委員 警察のほうに伺います。 

 予算書の１ページなんですけれども、新し

い生活様式を踏まえた警察施設の感染症対策

ということで、洋式化に取り組まれるという

ことなんですけれども、これは、進捗率はこ

れで何％ぐらいになっとですか。どの程度目

指されるのかということも併せてお聞きした

いんですけれども、もう全て――大分進んで

いるのかなと思っていたものですから、ちょ

っと伺います。 

 

○平山会計課長 会計課でございます。 

 今回、施設の改修につきまして、トイレの

洋式化については、済んでいないところが小

国、芦北、牛深警察署でございまして、これ

をすると全て完了ということになります。 

 それと手洗い水栓の自動化についても、拳

銃射撃場、山都警察署、芦北警察署、牛深警

察署を完了すると、全て完了するというとこ
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ろでございます。 

 空調機は、老朽化している空調機、熊本南

警察署、芦北警察署の単体空調機を取り替え

るものでございます。 

 以上でございます。 

 

○亀田英雄委員 トイレは大事ですので、良

いのをつけてください。 

 以上です。 

 

○末松直洋委員長 よろしいでしょうか。 

 

○亀田英雄委員 はい。 

 

○末松直洋委員長 ほかにありませんか――

なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れた議案第１号、第７号、第８号及び第20号

について、一括して採決したいと思います。

御異議はありませんか。 

   (｢なし」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、今回付託された請第４号を議題とい

たします。 

 請第４号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○奥園体育保健課長 学校給食は、児童生徒

の望ましい成長を促すために、大変大きな役

割を果たしております。 

 学校給食の無償化につきましては、学校給

食法により、学校給食は学校設置者が実施主

体となっております。このため、市町村立学

校の学校給食費の保護者負担分については、

市町村の中には、保護者の負担軽減を目的と

した給食費の無償化や一部助成を行っている

ところがあるところであります。 

 次に、地場産物の活用については、毎月食

育の日に県産食材を活用した熊本の郷土料理

の学校給食が提供されるなど、地場産物の推

進を図っているところでございます。 

 県教育委員会としましても、学校給食関係

者会議や栄養教諭の研修等を通して、学校給

食で有機農産物を含む地場産物を活用した好

事例の紹介や情報交換などを行い、コスト面

も考慮した、可能な範囲で有機農産物を含め

た地場産物の積極的な活用に努めているとこ

ろでございます。 

 なお、２つ目の給食費の無償化についての

国の要望につきましては、国から示された経

済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針

で、学校給食の無償化について、課題の整理

等を行うこととされており、本県において

も、その状況を注視してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○末松直洋委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 次に、採決に入ります。 

 請第４号については、いかがいたしましょ

うか。 

   (｢不採択」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 不採択という意見があり

ますので、不採択についてお諮りいたしま

す。 

 請第４号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。 
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   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 異議なしと認めます。よ

って、請第４号は、不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   (｢お願いします」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申出が１件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○合瀨交通企画課長 交通企画課でございま

す。 

 私から、熊本県手数料条例の一部を改正す

る条例について御報告いたします。 

 説明資料、その他報告事項の１ページを御

覧ください。 

 本件は、総務常任委員会の付託議案として

御審議いただいておりますが、その一部が県

警察に関することであることから御報告いた

します。 

 今回の改正は、道路交通法の一部改正によ

り、特定小型原動機付自転車運転者講習が新

設されることに伴い、手数料の徴収が必要な

ことから、熊本県手数料条例において、新た

に手数料を設ける規定を整備するものです。 

 新設する手数料は、資料、３の(1)に記載

しております特定小型原動機付自転車運転者

講習に係る手数料、別表第19の規定です。 

 道路交通法改正により、いわゆる電動キッ

クボード等のうち、車体の大きさ及び構造が

自転車と同程度で、他の車両の通行を妨げる

おそれがないものであり、かつ、その運転に

関し、高い技能を要しないなど、一定の基準

に該当するものが特定小型原動機付自転車と

定義されることとなりました。 

 特定小型原動機付自転車で違反等を繰り返

す者については、その危険性を改善するた

め、講習の受講を義務づけることとされ、こ

の講習を受講する際の手数料が講習１時間に

つき2,000円となります。 

 手数料の金額については、道路交通法施行

令において標準額が規定されており、全国統

一の金額となっております。 

 以上が熊本県手数料条例の一部を改正する

条例の内容であります。 

 なお、本改正に伴う手数料に関する規定

は、改正道路交通法の施行と合わせ、令和５

年７月１日から施行することとしています。 

 以上、御報告いたします。 

 

○末松直洋委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了します。 

 次に、その他に入ります。 

 その他、委員から何かありませんか。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○末松直洋委員長 なしという声なので、な

ければ、以上で本日の議題は終了いたしまし

た。 

 最後に、要望書等が２件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第２回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

  午後０時26分閉会 

 

 

熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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